
当薬局は健康保険法・国⺠健康保険法等に基づく保険薬局です 

 療養の給付と直接関係ないサービスについて 

容器代 

   水剤容器                      軟膏容器        その他 

   30・60ml： 30 円         5ｇ ：15 円      点鼻容器（ノズルあり）：30 円 

    100ml  ： 40 円        10ｇ ：20 円      スポイト       ：20 円 

    200ml   ： 60 円        20ｇ ：30 円      

    500ml   ：120 円         30ｇ ：40 円      

              50ｇ ：60 円      

        100ｇ ：80 円 

療養の給付に関するサービスについて 

調剤基本料         当薬局は調剤基本料２の施設基準に適合する薬局です。 

調剤管理料・服薬管理指導料 患者さまごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づいて、薬剤師が薬物アレルギ

ーや副作用等を確認するとともに、他の病院・医院から処方された薬剤につい

て重複投与や相互作用等をチェックし、薬剤の服用方法及び保管取扱い上の注

意等に関し必要な指導を行います。 

                ※かかりつけ薬剤師が在籍している場合 

                 かかりつけ薬剤師として一定以上の研修・経験をつんだ専任の薬剤師が対応

することができます。 

  地域支援・医薬品供給対応  厚生労働大臣が定める基準による調剤を行います。 

体制加算４         後発医薬品の調剤を積極的に行っています。 

  無菌製剤処理加算      注射薬等の無菌的な製剤を行います。   

 特定薬剤管理指導料２    当薬局では、抗がん剤注射による治療を行う患者さまに対して、治療内容を把

握し処方医との連携のもと、副作用の確認等のフォローアップを行います。 

  在宅薬学総合体制加算１   年４８件以上の在宅訪問の実績があり、研修を実施するなど良質な在宅医療を

行う体制を整えています。在宅薬学総合体制剤加算（1）を算定します。 

明細書発行に関して     当薬局では、医療の透明化や患者さまへの情報公開を積極的に推進していく観

              点から、領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目のわかる明細書を無   

料で発行いたしております。また、公費負担医療の受給者等で医療費の自己負

             担のない方についても、明細書を無償で発行いたします。 

              明細書には、使用した薬剤の名称が記載されますので、その点ご理解いただ

き、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、  

明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。       



  選定療養          選定療養にあたる医薬品については、別途表示金額をご負担願います。 

                ※薬局窓口にてご提示致します。 

 電子的調剤情報連携体制   より質の高い医療を提供するため、マイナ保険証の利用、オンライン資格確認 

 整備加算          による情報（受診歴、薬剤情報、特定検診情報、その他必要な診療情報）を 

               取得して活用しています。また、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを 

               活用するなど、医療 DX に係る取組を実施しています。 

 連携強化加算        新興感染症等の発生時には、自宅療養者等に対して薬剤配送・服薬指導、健康

観察を実施するための医療提供体制確保に努めています。 

在宅患者訪問薬剤管理指導  医師の指示に基づき、在宅で療養されている患者さま宅へ訪問して必要な服薬     

指導を行います。 

在宅患者医療用麻薬持続   当薬局は麻薬小売業者の許可及び高度管理医療機器等の販売の許可を受けて 

注射療法加算        います。医療用麻薬持続注射療法が行われている在宅患者に対して、注入ポン

プによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行

います。 

在宅中心静脈栄養法加算   当薬局は麻薬小売業者の許可及び高度管理医療機器等の販売の許可を受けてい

ます。在宅中心静脈栄養法が行われている患者さまに対して、輸液セットを用

いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬

学的管理及び指導を行います。 

 














